
 

 

5.4 時間／日、労働日数は平

均 3.9 日／週、賃金は平均

16.8 万円／月という回答で

した。また、「65 歳以降、ど

のような働き方を希望する

か？」の１位は「現役時代と

同じ会社で正規以外の雇用

形態で働く」でしたが、「現在

の職場に 70 歳まで就労でき

る制度がある」のは 40.9％に

とどまっており、「現在の職

場で 70 歳まで就労できない

と思う」のは 57.0％、就労で

きない理由の１位が「 70 歳

まで働ける制度がない」でし

た。 

また、「高齢者雇用の拡大

の議論が政府で進んでいる

ことを知っている」のは

69.8％で、政府による 70 歳

までの就労機会確保に向け

た施策の推進に対する賛否

では、「賛成」 が 71.4％、「反

対」が 28.6％でした。 

ただ、「病気や体力の衰え

があっても働き続けたい」と

する人は 74.2％いて、65 歳

以降も働く場合に心配なこ

とのＴＯＰ３として、「自身

の体力」「自身の健康維持」

「十分な所得」が挙げられて

いました。 

 政府の高齢者雇用推進の

施策がすすんでいくなか、企

業としても高齢者雇用の環

境整備をさらに真剣に考え

ていく必要がありそうです。

４月までに対応しましょ

う！ 

「身元保証書」を求める際

の留意点 

◆2020 年度の身元保証契約

は要注意 

素性や経歴を保証すると

ともに、従業員が会社に何ら

かの損害を与えた場合に連

帯して賠償してもらうため、

入社時には身元保証人を立

ててもらっている、という会

社は多いのではないでしょ

うか。そのような会社では、

この春、「身元保証書」の見

直しが必要です。 

2020年４月より、「個人保

証人の保護の強化」を目的と

して、極度額（上限額）の定

めのない個人の根保証契約

は無効とされます（改正民法

465 条の２）。入社時の身元

保証契約は、従業員が会社に

損害を与えた場合に本人と

連帯してその賠償を行うと

いう連帯保証契約であり、保

証人にとっては、従業員が、

いつ、どのような責任を負う

のかを予測することができ

ないことから根保証契約に

当たります。そのため、身元

保証契約を締結する際には、

賠償の上限（極度額）を定め

ておかなければなりません。 

 

◆極度額の定め方 

極度額の定め方について

は、例えば次のように、これ

までの身元保証書に極度額を

追加することが考えられま

す。 

「同人の身元を保証し、同

人が貴社に損害を与えた場

合、貴社が被った損害を賠償

する旨確約します（極度額○

○○○円）。」 

なお、実務上は、「極度額

をいくらにするか」が問題と

なります。損害に対するリス

クヘッジという観点からは、

あまりに低額とすると実効性

がなくなりますし、一方であ

まりに高額としてしまうと、

連帯保証人が躊躇する等で手

続きが進まないおそれもあり

ます。 

具体的に金額を明記する

（「極度額は１千万円とす

る。」など）のがベストです

が、例えば「極度額は従業員

の月給の○○か月分とする。」

などと定めることも考えられ

ます。 

◆「身元保証契約」締結の見

直しも…… 

身元保証を求める会社は多い

ですが、実質的に形骸化して

いるケースも多くあります。

対応を求められていることを

機に、会社にとって身元保証

契約を結ぶことが本当に必要

であるのか、再検討してみま

しょう。 

 

と、労働時間（１人平均）は

総実労働時間 139.1 時間と

前年比 2.2％減となったそう

です（うち、所定内労働時間

は 128.5 時間（同 2.2％減）、

所定外労働時間は 10.6 時間

（同 1.9％減））。どの程度

実態が伴っているものなの

かはわかりませんが、残業時

間の上限に法的規制が加え

られたことから、各企業で時

間外労働等の削減に向けた

取組みが進められているこ

とは確かでしょう。 

 

◆残業時間削減の取組み 

残業時間削減の取組みと

しては、「年次有給休暇取得

促進の取組」、「従業員間の

労働時間の平準化を実施」、

「残業を事前に承認する制

度の導入」、「従業員の能力

開発の実施や自己啓発の支

援」、「ＩＴ環境の整備」な

ど様々なものがあります。厚

生労働省では、現在、中小企

業の事業主に向けて「働き方

改革」の特設サイトを設けて

おり、残業削減等の取組み事

例や関連の助成金の情報を

まとめて紹介しています。

【「働き方改革特設サイト」】

ttps://www.mhlw.go.jp/hat

arakikata/index.html 

高齢者雇用の実態と意識

調査 
 

◆現在の仕事と高齢者雇用

について 

60 歳以上の働き方の現状

は、労働時間が平均 6.8 時間

／日、労働日数が平均 4.5 日

／週、賃金は平均 18.9 万円

／月という結果でした。ま

た、「職場にいる 60 歳以上の

従業員・職員とコミュニケー

ションを取れている」と答え

たのは、販売職で顕著となり

ました。 

さらに、60 歳以降も働くシ

ニアの仕事満足度では、「働

き方満足度」は 70.3％、「賃

金満足度」は 44.0％にとど

まっていることがわかりま

した。そして、60 歳以降も働

きたいと思う理由の１位は

「生活の糧を得るため」、２

位は「健康を維持するため」

となっています。 

高齢者がやりがい・働きがい

を持って働き続けるために

必要な配慮の１位は、「労働

時間・日数への配慮」である

こともわかりました。 

 

◆65 歳以降の就労について 

65 歳以降の適切な働き方

としては、労働時間が平均

時間外労働上限規制 2020

年４月から中小企業も適

用に 
 

◆４月から中小企業も適用

に 

「働き方改革」の下、昨年

４月から大企業を対象に時

間外労働の上限規制が始ま

りました。時間外労働の削減

については多くのメディア

でも取り上げられてきてお

り、各企業で多様な取組みが

なされているところですが、

いよいよ今年の 4月から中小

企業も規制の対象となりま

す。 

中小企業で猶予されてい

た月 60 時間を超える時間外

労働の法定割増賃金率 50％

以上の規定についても、2023

年から適用が始まりますの

で、長時間労働が常態化して

いる会社において、残業時間

削減の取組みは、経営上無視

できない問題となっていま

す。 

 

◆労働時間は減少傾向に 

実際、労働時間自体は全体

的に減少傾向にあるようで

す。直近の厚生労働省が２月

に公表した毎月勤労統計調

査令和元年分（速報）による
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